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静岡県建設キャリアアップシステム活用工事

◆建設キャリアアップシステム活用工事の実施方法

時 期 令和４年４月１日から試行開始

確認方法

建設キャリアアップシステムから出力される「現場・契
約情報」で、元請事業者として現場での就業履歴登録の
確認ができる書類により確認
（総合評価と同一方法による）

工事成績

工事成績評定の創意工夫の項目で評価。基準を未達成の
場合は減点なし。

（総合評価で活用申請した者が履歴登録等の確認ができ
なかった場合は減点）

費 用
CCUS活用工事にかかる費用（登録費用、機器設置費用、
現場利用料等）は受注者負担



2

静岡県建設キャリアアップシステム活用工事

（1）契約締結後、受注者の希望による受注者希望型とする。

（２）発注者は、CCUS 活用工事の発注に当たっては、 CCUS活用工事特記
仕様書を設計書に添付する。

（３）受注者は、契約の締結後、工事着手前に施工計画書等への記載に
よりCCUS 活用の希望を発注者へ提出する。

（４）受注者は、工事が完成したときは、建設キャリアアップシステム
から出力される「現場・契約情報」で、受注者として現場での就業
履歴登録の確認ができる書類を発注者へ提出し、CCUS の活用につい
て確認を受ける。

（５）発注者は、前項の方法により元請事業者として現場での就業履歴
登録の確認ができた場合は、工事成績評定の創意工夫の項目で評価

する。

◆建設キャリアアップシステム活用工事の実施方法
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静岡県建設キャリアアップシステム活用工事

◆建設キャリアアップシステム活用工事の試行実績

年度 状 況 実 績

令和４年度

活用希望有り 109件

(うち実績有り) 47件

令和５年度
(10月末時点)

活用希望有り 93件

(うち実績有り) 12件



 

 

 

 

令和６・７年度入札参加資格審査申請（建設工事）における建設 

キャリアアップシステム（CCUS）の登録状況の加点について 

 

 

令和６・７年度入札参加資格審査申請（令和６年１月４日（木）から令和６

年２月１５日（木）まで定時受付。その後は随時受付。）において、総合点数

の算定基礎となる成績評価点数の項目に『建設キャリアアップシステム登録状

況点数』を追加。 

建設キャリアアップシステム（CCUS）に事業者登録をしている場合は 10 点

加点。 

 

 

＜総合点数の算出＞ 

総合点数 ＝ 経営事項評価点数（総合評定値）＋成績評価点数 

 

＜成績評価点の算出＞ 

成績評価点数＝工事成績評定点数＋優良工事表彰点数＋地域貢献点数 

＋社会的取組評価点数 

＋建設キャリアアップシステム登録状況点数 

－指名停止等経歴点数 

 

 

 

 

 

令和６・７年度入札参加資格審査申請の詳細は、建設総務課 HP をご確認ください。 

【建設総務課 HP】 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-somu/sankasikakuannai67.html 

 

愛知県 



愛知県
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三重県発注の建設工事の入札に参加される皆様へ 
お知らせ 

R5.12.12 

令和６年４月からの工事成績加点の導入に向けて、事業者のＣＣＵＳ登録・技能

者のＣＣＵＳ登録について準備をお願いします 

  

  

 

建設キャリアアップシステム活用モデル工事において 

令和６年度から工事成績加点を導入します 



令和5年7月末時点

＜義務化モデル工事の内訳＞

【令和５年度】 ＣＣＵＳモデル工事の実施状況

県
義務化ﾓﾃﾞﾙ工事

R5工事
完成数

R2 R3 R4 R5 合
計

愛知県 1 5 2 5 13 0

岐阜県 0 2 7 5 14 0

三重県 0 2 1 0 3 0

静岡県 0 1 0 1 2 0

長野県 0 1 1 1 3 0

合計 1 11 11 12 35 0

県
活用推奨ﾓﾃﾞﾙ工事

R5工事
完成数

R2 R3 R4 R5 合
計

愛知県 2 2 15 17 36 0

岐阜県 0 1 4 10 15 0

三重県 0 0 0 10 10 0

静岡県 3 2 5 20 30 0

長野県 0 0 0 0 0 0

合計 5 5 24 57 91 0

＜活用推奨モデル工事の内訳＞

令和５年度CCUSモデル工事の実施方針
■一般土木（WTO）

・義務化モデル工事を適用
■一般土木（WTO）以外

・活用推奨モデル工事を適用
・業界の要望や理解の状況・関係者の意見を十分踏まえ対象工事を選定

■ CCUSモデル工事の実施状況推移

計6工事
計16工事

計35工事

計69工事
(予定)

一般土木(C) =  37工事
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A)    = 15工事
ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 = 1工事
ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ =    4工事

一般土木(WTO) =  12工事

令和５年度工事


